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　電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設

置や運転の円滑化を図るため、発電用施設が立

地する市町村に交付されるものです。当村は鷹

ノ巣発電所が対象施設になっています。

　今年度は、この交付金を活用し、傷みが激し

かった村道六本杉金俣線の補修工事を行いまし

た。来年度以降も交付金の趣旨に沿った事業を

実施していく予定です。

　昭和23年12月10日に国連総会において「世界人権

宣言」が採択されました。国連はこれを記念して12

月10日を「人権デー（Human Rights Day）と定め、

加盟各国に人権尊重思想の普及高揚のための取り組

みを実施するよう呼びかけています。

　日本でも毎年12月４日からの１週間を「人権週間」

と定め、全国的に人権啓発活動を行っています。

　人権に関する相談をお受けします！【※敬称略】

　　石山　キン（下川口　☎６４−１１９４）

　　田村　健一（平内新　☎６４−１５４６）

　　渡邉のり子（　沢　　☎６４−２７２６）

■と　き　12月10日（土）〜12日（月）

　　　　　10時〜15時

■ところ　村上プラザ

　　　　　１階セントラルコート

■内　容　人権標語コンテスト入選作品の紹介、

　　　　　人権擁護委員活動紹介パネル展、啓

　　　　　発グッズの配布など

■主　催　村上人権擁護委員協議会

　　　　　新潟地方法務局村上支局

《問い合わせ先》新潟地方法務局村上支局

　　　　　　　　☎５３−２３９０

人権啓発活動展示会を開催します！

関川村の人権擁護委員

みんなで築こう  人権の世紀
～ 考えよう  相手の気持ち  未来へつなげよう  違いを認め合う心 ～

12月4日から12月10日は人権週間です12月4日から12月10日は人権週間です12月4日から12月10日は人権週間です

冬の交通事故防止運動冬の交通事故防止運動

飲酒運転の根絶
　飲酒運転は死亡事故につ

ながる危険が高くなります。

家庭や職場でも飲酒運転の

危険性・悪質性を常に考え、

飲酒運転を根絶しましょう。

歩行者の保護
　ドライバーは車を運転するときは早めのライト

点灯と、上向きライトをこまめに活用し、交差点

付近や横断歩道付近では歩行者の発見に努め、慎

重な運転を心がけてください。

夜光反射材の着用推進
　夜光反射材は、ライトの光を反射して、歩行者

の存在をドライバーに知らせる優れものです。

　ドライバーに自分

の姿を早めに見つけ

てもらうためにも夜

光反射材を活用しま

しょう。

12月11日（日）〜12月20日（火）まで

冬の交通事故防止運動

冬の道　人も心も　ゆずりあい

《運動の重点》

電源立地地域対策交付金を活用
村道の補修工事を
　　　　　行いました！

工事後の村道六本杉金俣線（六本杉地内）
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問い合わせ先：村上市消費生活センター　☎53−2 1 1 1　又は、188番（いやや）

　　　　　　　　36年間教員として勤められ、

　　　　　　　平成17年からの２年間は、村

上小の校長を務められ、教育に力を注いでこ

られました。また、県の義務教育課長として

も教育行政に尽力されました。

瑞宝双光章
元公立小学校長

渡 邉 伸 榮 さん（上関）

　　　　　　　　永年にわたり関川村議会議

　　　　　　　員として在職し、平成21年か

らの６年間は、議長職を務められました。そ

の間、新潟県町村議会議長会の副会長も務め

られ、地方自治の発展に寄与されました。

旭日双光章
元村議会議員

 橋 八 男 さん（大石）

秋の叙勲 平成28年11月３日付　発令

瑞宝単光章
<消防功労>

元村上市消防司令

板 越 善 俊 さん（幾地）

瑞宝単光章
<防衛功労>

元３等空尉

加 藤 　 隆 さん（内須川）

　長年にわたり、警察官、自衛官、消防署員などの危険性の高い仕事で貢献された人に贈

られる危険業務従事者叙勲。

　このたび村内で２名が受章されました。おめでとうございます。

危険業務従事者叙勲 平成28年11月３日付　発令
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